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公益社団法人中野青年会議所 規程 

 

（前文） 

 この規程は、公益社団法人中野青年会議所（以下「本会議所」という）の定款に基づい

て定められたもので、定款の規定を補足し、かつ定款に定めなき事項について、この規程

の規定に従うものとする。 

 

 

第１編 会員 

 

第１章 管 理 

 

第１条（会員管理者） 

理事長は、理事会の承認を得て、その事業年度の入会希望者並びに正会員の資格審査等

を管理するため、会員管理者(以下「管理者」という)１人及び委員各若干名を指名する。

ただし管理者は理事でなければならない。 

 

第２条（管理者の業務） 

管理者は、年間を通じて入会希望者及び正会員の資格審査などを行い、適宜理事会に報

告し、必要に応じて全正会員に発表する。 

 

 

第２章 入会 

 

第３条（会員拡大に関する事項） 

 本会議所は、その目的達成と事業遂行のため、会員の拡大を行う。 

 

第４条（入会手続） 

正会員 本会議所に正会員として入会を希望する者は、定款第７条並びに第１１条第１

項に基づき正会員２人以上の責任ある推薦を得て所定の手続きにより、申込書を提出しな

ければならない。 

（１） 管理者は入会希望者の適格性を調査審議し、所定の書類を添えて理事長に提出す

るものとする。尚、所定の書類の理事長への提出は原則として９月末日までとする。 

（２） 理事長は前項の書類を速やかに理事会にはかり、出席理事の３分の２以上の賛成

を得て入会を決定し、全正会員に発表しなければならない。 

２ 特別会員 定款第９条に基づき本会議所に特別会員として入会を希望する者は、所定
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の申込書を理事長に提出しなければならない。 

３ 賛助会員 定款第１０条に基づき本会議所の賛助会員として入会を希望する者は、所

定の申込書を理事長に提出しなければならない。 

 

第５条（再入会） 

 定款第１４条で退会し、再入会を希望する者の手続きは前条に準ずる。 

 

第６条（推薦者の資格） 

 第４条第１項についての推薦を行う正会員の資格は、原則として正会員資格取得後２年

以上の期間を有するものとする。 

 

第７条（推薦者の責任） 

 推薦者は入会希望者が正会員資格を取得した後においても本人の出席、会費、及び特別

負担金の納入をはじめとして、正会員義務の遂行に道徳的責任を負うものとする。 

 

第８条（入会の決定） 

 正会員の入会の決定は第４条第１項第２号による。又再入会についても同様とする。 

 

第９条（入会金の納入） 

 前条に基づき入会を承認された者は、その日から４週間以内に所定の入会金及び会費を

納入して、本会議所の正会員予定者の資格を得る。又再入会を承認された者も同様とする。 

２ 特別会員及び賛助会員は入会金を徴収されない。 

 

 

第３章 正会員予定者 

 

第１０条（正会員予定者） 

 第８条により正会員予定者の資格を得た者は、速やかに正会員予定者として登録される。 

 

第１１条（正会員予定者の期間） 

 正会員予定者の期間は、登録された日より当該事業年度末日までとし、次の各号におい

て正会員と区別される。 

（１）公益社団法人日本青年会議所に登録されない。 

（２）役員の被選任権、議決権を有しない。 

（３）本会議所の定める各委員会に所属しない。 
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第１２条（正会員予定者の義務） 

 正会員予定者は本会議所の信条を良く理解し、その期間中管理者の指導監督を受け、正

会員予定者として本会議所の必要と認める諸会合、行事等には出席しなければならない。 

 

 

第４章 会員及び入会金の納入義務 

 

第１３条（会費及び入会金） 

 会費及び入会金の金額は、次のように定める。 

（１）正会員会費 金８５，０００円（１年間） 

（２）特別会員会費 当該年度の正会員会費と同額とし終身会費とする。 

（３）賛助会員会費 １口 金２０，０００円（１年間） 

（４）正会員入会金 金１０，０００円 

（５）正会員予定者会費 金３０，０００円 

 

第１４条（会費の納入） 

 正会員の会費は二期に分け、毎年１月末日と６月末日までに納入しなければならない。 

２ 特別会員の会費の納入は、入会した年の３月末日を原則とする。 

３ 賛助会員の会費の納入は、毎年３月末日を原則とする。 

４ 会費の納入は金融機関の自動振替制度を原則とする。 

 

 

第５章 出席義務 

 

第１５条（出席の義務） 

 正会員は本会議所の目的、信条を良く理解し、本会議所の会合、行事等につとめて出席

し、進んで良き計画の提案をなしその行事に参画し、目的達成に努力しなければならない。 

２ 管理者は正会員の出席状況を記録し、管理しなければならない。又、必要に応じて正

会員に対し出席の状況を発表するとともに、出席の督励及び警告をなし、少なくてとも年

２回以上全正会員の出席状況を理事会に報告しなければならない。 

 

 

第６章 報告義務 

 

第１６条（報告義務） 

 正会員は、住所・勤務先・役職及び慶弔に関すること並びにその他一身上の変更があっ
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た場合は、原則として１週間以内に理事長に報告しなければならない。 

 

 

第７章 退会 

 

第１７条（退会に関する事項） 

 定款第１４条の規定に基づき、退会を希望する正会員は、次の手順により退会すること

ができる。 

（１）退会希望者は本会議所の所定の退会届にネームプレート、バッジ等を添えて理事長

に提出し、当該年度の会費及び所定の経費等を完納し、自己の担当業務の引継ぎをしなけ

ればならい。 

（２）理事長は退会届を受理した場合には、速やかに理事会に報告し、全正会員に発表し

なければならない。 

（３）退会届を受理されたものは、本会議所のすべての資格を失い、ただちに公益社団法

人日本青年会議所への登録を抹消されるものとする。 

２ 定款第１４条に基づき、退会を希望する正会員予定者、特別会員及び賛助会員は、所

定の退会届を理事長に提出し会費を完納しなければならない。 

 

 

第８章 除名 

 

第１８条（除名に関する事項） 

 定款第１６条の規定に基づき、除名に該当する者のある場合は次の手順によるものとす

る。 

（１）管理者はその実情を調査して理事長に報告する。 

（２）理事長は前号の報告に基づき、速やかに理事会にはかり、その審議を経て総会の決

定により除名することができる。 

（３）除名された者はネームプレート、バッジ等を理事長に提出し、当該年度の会費及び

所定の経費等を完納しなければならない。 

（４）除名された者は、本会議所のすべての資格を失い、ただちに公益社団法人日本青年

会議所への登録を抹消されるものとする。 

 

 

第９章 慶弔 

 

第１９条（慶弔に関する事項） 
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 正会員の慶弔に関しては次の基準により慶弔金もしくは記念品を贈る。 

（１）正会員の結婚 ３，０００円又はそれに相当する品 

（２）正会員の子女が出生した場合 １，０００円又はそれに相当する品 

（３）正会員の死亡 ２０，０００円外に生花又は花環１基 

（４）正会員の病気 ３，０００円（但し１週間以上に亘る入院療養） 

（５）正会員配偶者の死亡 １０，０００円外に生花又は花環１基 

（６）正会員の両親及び子女死亡 ５，０００円外に生花又は花環１基 

以上の外、必要と認めるときは理事会の協議により、これを決定する。 

 

 

第１０章 褒章 

 

第２０条（褒章に関する事項） 

本会議所は青年会議所運動の推進高揚をはかるため、次の各号に該当する者を理事会の

決定により表彰する。 

（１）本会議所の発展に著しく功績があった者。 

（２）本会議所の事業活動に顕著な功績があった者。 

（３）一般社会に特に貢献する行為のあった者。 

（４）出席良好な正会員。 

（５）ＪＣ活動に賛同し、かつ地域社会の向上に著しく功績のあった者。 

（６）その他功績顕著な者。 

２ 褒章は表彰状又は感謝状と記念品を贈呈して行う。 

３ 褒章は総会において行うものとする。ただし、やむを得ないときはこの限りではない。 

 

 

第２編 組織 

 

第１章 総会 

 

第２１条（通常総会） 

 第１回通常総会は、毎年１月末日までに、第２回通常総会は毎年８月末日までに、第３

回通常総会は毎年１２月末日までに開催しなければならない。 

 

第２２条（決議事項） 

 前年度の事業報告及び収支決算は第１回通常総会に、次年度の役員選任については第２

回通常総会に、次年度の事業計画及び収支予算については第３回通常総会に、それぞれ承
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認、審議決定しなければならない。 

 

 

第２章 理事会 

 

第２３条（招集） 

 理事会は定款第３９条の規定に基づき理事長若しくは理事、又は監事が招集する。 

 

第２４条（決定事項の告示） 

 理事会の決定事項については、原則として速やかに全正会員に発表しなければならない。 

 

第２５条（傍聴） 

 正会員は理事長の許可を得て理事会を傍聴することが出来る。ただし、理事長が退席を

命じた場合は傍聴できない。 

 

第２６条（任期終了後） 

 前年度の理事会は、任期満了後といえども、次年度第１回通常総会の終結まで、前年度

の事業に関し必要な職務を果たさなければならない。 

 

第２７条（役員予定者会議） 

 次年度の役員に選任された者は、本年度中役員予定者として、役員予定者会議を開催し

次年度の事業活動に必要な準備をするものとする。 

 

 

第３章 正副理事長会議 

 

第２８条（開催） 

 正副理事長及び専務理事は必要に応じて正副理事長会議をもつことができる。 

２ 監事、直前理事長は正副理事長会議で意見を述べることができる。 

 

第２９条（連絡調整） 

 正副理事長会議は、理事長がこれを招集し、理事会に付議すべき事項並びに本会議所の

運営に関する緊急事項などを審議し、本会議所事業活動の連絡調整を行う。 

 

第３０条（審議事項） 

 前条で審議された事項は、最近の理事会において審議しし、承認又は決定することがで
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きる。 

 

 

第４章 例会 

 

第３１条（開催） 

 例会の開催は、毎月１回以上とし原則として第３火曜日とする。ただし、やむを得ず変

更する場合は、理事会においてこれを定める。 

 

第３２条（運営） 

 例会の運営方法については、理事会で決定する。 

 

第３３条（全員出席） 

 正会員は、全員例会に出席する者とし、正会員予定者、特別会員、賛助会員は例会に参

加することができるものとする。 

 

 

第５章 委員会 

 

第３４条（構成） 

 委員会は、毎年その事業計画に基づき、理事会の決定により構成される。 

２ 正会員はすべて何れかの委員会に所属するものとし、委員会の構成は正会員の希望を

勘案し、全般的均衡を考慮して理事会の承認を得なければならない。 

但し、直前理事長、理事長、副理事長、専務理事及び監事はいずれの委員会にも所属し

ない。尚、特別委員会はこの限りではない。 

３ 委員長は毎年１０月末日までに、第４５条の次期理事予定者のうちから、理事予定者

会議で選定し、理事会で承認を得なければならない。また、副委員長及び委員は正会員の

うちから理事予定者会議で選出し、理事会の承認を得て委員長予定者が任命する。ただし

特別委員会は、この限りでない。尚、新年度たる１月１日を以って委員長予定者、副委員

長予定者、委員予定者はそれぞれ委員長、副委員長、委員となる。 

 

第３５条（特別委員会） 

 理事長の必要と認めた特別事業については、次の各号の定めるところにより、理事会の

承認を得て特別委員会を設けることが出来る。 

（１）名称についてはその事業の内容を正確に表すものとする。 

（２）構成員については他の役職及び、委員会との重複を妨げない。 
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（３）特別委員会の設置期間は当該年度内を原則とし、年度の途中であっても、理事会の

承認を得て組織、解組することができる。 

２ 次の各号に定める特別委員会は、理事会の招集する時間的余裕のない場合においては、

理事長の専決にて設けることができる。ただし、専決した場合には、次の理事会において

報告し、承認を得なければならない。 

（１）総会にて指定され、別に定める災害時支援活動要綱によって設置される災害対策特

別委員会。 

 

第３６条（委員会の開催） 

 委員会は毎月１回以上開催し、委員長が招集する。又必要により、担当副理事長及び専

務理事の出席を求め、担当事業について審議することが出来る。ただし。副理事長及び専

務理事は議決権を有しない。 

 

 

第６章 役員の任務 

 

第３７条（役員任務に関する事項） 

 理事長は定款の定める任務の他、次の任務を行う。 

（１）本会議所を代表して議会行政庁関係諸団体などに対する接渉及び接待。 

（２）公益社団法人日本青年会議所総会、地区協議会、ブロック協議会及び理事長会議に

出席し、本会議所の有する議決権の行使又は意見の発表を行う。 

（３）例会の招集並びに定款第３０条及び第３９条に基づき総会及び理事会を招集する。 

２ 直前理事長は理事会に出席し、意見を述べることができる。但し、理事会における議

決権を有しない。 

３ 副理事長及び専務理事は定款の定める任務の他、次の任務を行う。 

（１）運営、対内及び対外事業を分担し、各々分掌の業務を統轄して各委員会の円滑なる

運営、連絡、調整をはかる。 

（２）各々の分担職務に関する事項については、事務局長を指揮する。 

４ 委員長は定款に定める理事の任務の他、各委員会を毎月１回以上招集し、その都度委

員会活動の行事・日程記録及び委員会報告書を事務局に提出する。 

５ 監事は本会議所の業務及び財産状況を監査する。又理事会に出席して意見を述べるこ

とができる。 

 

 

第７章 役員の選任 
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第３８条（原則） 

 次年度の役員の選任は、毎年８月通常総会において行う。 

 

第３９条（役員の資格） 

 役員の資格は、次の各号に該当するものとする。 

（１）本会議所の正会員であること。 

（２）会費を完納していること。 

（３）出席義務を遂行していること。 

 

第４０条（選衡委員会） 

 理事長は６月末日までに選衡委員会を組織し、理事会の承認を得て、速やかに文章をも

って正会員に告知しなければならない。 

 

第４１条（選衡委員会の決定） 

 選衡委員は、理事長を含む理事若干人、及び各委員会より理事でない委員各１人で構成

され、委員長は互選による。 

 

第４２条（理事候補者及び監事候補者） 

 選衡委員会は７月２０日までに理事候補者１５名以上２５名以内、監事候補者２人以内

を、本人の内諾を得て選出し、理事長に報告しなければならない。 

２ 選衡委員会は前項の理事候補者の内、１人を理事長候補者、５人以内を副理事長候補者

及び１人を専務理事候補者として選出する。 

 

第４３条（役員候補者の選出） 

 理事長は前条の報告の通り、理事会に理事候補者及び監事候補者の氏名並びに選衡経過

を報告し、審議決定を受けなければならない。 

 

第４４条（役員候補者の選任） 

 前条により選出された役員候補者は８月通常総会にて、候補者ごとに各役員の選任を行

なう。 

 

第４５条（役員予定者） 

 前条により承認を得た次年度理事候補者は、次年度理事予定者となり、次年度監事候補

者は次年度監事予定者となる。 

 

第４６条（理事長、副理事長、専務理事の選定） 
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 理事長、副理事長、専務理事は前条の次期理事予定者で構成される理事予定者会議で選

定し、理事会で承認を得なければならない。 

 

第４７条（欠員補充） 

 役員に欠員を生じた場合、理事会で後任者を選出し総会で選任される。 

２ 役員予定者に欠員を生じた場合も前項に準ずる。 

３ 第１項及び第２項により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

第４８条（就任の期日） 

 役員予定者は、新年度たる１月１日をもって役員となり、任務を遂行するものとする。 

 

 

第３編 庶務 

 

第１章 事務局 

 

第４９条（事務局） 

 事務局には理事会の承認を受けた事務局長１人を置く。 

２ 事務局長は事務局を統轄し、総会及び理事会の議事録を作成して事務局に管理しなけ

ればならない。 

３ 事務局は事業年度毎に、次の分類に従い文章整理、保存しなければならない。 

（１）本会議所の定款及び細則  永久保存 

（２）総会及び理事会の議事録  永久保存 

（３）本会議所内部の文書類   ５年保存 

（４）日本ＪＣ及び他のＪＣ関係の文書類  １年間保存 

（５）本会議所及び日本ＪＣ、他のＪＣの会報とニュース綴  １年間保存 

（６）事務局日誌  ３年間保存 

（７）受、発信簿  １年間保存 

（８）会計諸帳簿  ５年間保存 

（９）前号に属さない文書、帳簿  １年間保存 

 

第５０条（事務局員の旅費に関する事項） 

 事務局員の会務出張に関しては次のとおり定める。 

（１）県内外を問わず、普通往復旅費実費全額を支給する。 

（２）会務出張の適否は理事長の判決による。 
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第２章 会計 

 

第５１条（会計経理） 

 定款第５２条のほか、本会議所の会計、経理に関して備え付けなければならない諸帳簿

及び諸表は次のとおりとする。 

（１）帳簿（総勘定元帳、現金出納帳、会費徴収簿） 

（２）財務諸表（未払金明細表、未収金明細表、収支計算書、余剰金(欠損)処分計算書、

予算対比収支対照表） 

２ 予算は理事長が作成し、理事会の決議を得て、総会の承認を得なければならないが、

案の作成にあたっては各委員会の決議を尊重すると共に計算基礎を正確、かつ具体的にし

かも実行可能であるように注意しなければならない。 

３ 理事長は会計管理者を任命し、金銭の出納及び会計全般の責任者とする。 

４ 予算の執行は担当委員長の権限とする。執行にあたっては計画を綿密にたて冗費をは

ぶき、効果的に運用する事に努めなければならない。 

５ 単位事業が終わったときは、担当委員長は速やかに計算書及び関係証 憑
しょうひょう

書類を揃え捺

印のうえ、理事長に提出しなければならない。 

６ 出納にあたっては次の証憑を揃え必ず起票し、これらの書類は期日順に整理しておく

ものとし、入金した現金及び小切手は原則として当日中に銀行へ預け入れ、手もとの現金

は、つとめて少額にとどめるものとする。 

（１）収入については発行した領収証の控 

（２）支出については支払先の領収証 

（３）領収証徴収不能のものについては担当委員長が発行した支払証 

７ 会計管理者はつとめて銀行の普通預金及び当座預金の口座によって処理し、口座名義

は「公益社団法人中野青年会議所」として、会計管理者の私印を使用する。 

８ 決算にあたっては前払費用、未収金、未払金などを整理し仮払金、仮受金などは原則

としてそれぞれ該当する科目に振り替え、関係帳簿を照合かつ整理し、銀行預金残高証明

など証拠書類を作成し、この整理は会計管理者の責任とする。 

９ 理事会は会計管理者より提出された決算書類を審議し、監事の監査を受けなければな

らない。 

１０ 監事は定款第２１条に基づき予算執行の状況を監査するとともに、次の事項を監査

し総会に報告しなければならない。このため必要な書類などの提示又は説明を理事会に求

めることができる。 

（１）決算書類の監査 

（２）帳簿、書類及び証憑書類の照合 

（３）現金及び預金残高の確認 
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（４）その他会計監査上必要な事項 

 

第５２条（決算関係書類の提出） 

 理事長は事業年度毎翌年１月の通常総会の会日の１週間前までに、前事業年度における

次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）収支計算書 

（４）貸借対照表 

（５）正味財産増減計算書 

（６）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

（７）財産目録 

２ 監事は、書類の送付を受けたときは、その通常総会の前日までに意見書を理事長に提

出しなければならない。 

３ 理事長は、前項の意見書を添えて第１項の書類を１月通常総会に提出し、その承認を

求めなければならない。理事長は毎事業年度１月通常総会の会日の１週間前までに、前項

の書類を事務局に備えておかなければならない。又、正会員が前項の書類の閲覧を求めた

時は、正当な理由がなくこれを拒んではならない。 

４ 理事長は毎事業年度終了後、延滞なく前項の書類を地区担当理事及び地区担当常任理

事を経て、公益社団法人日本青年会議所に提出しなければならない。 

 

 

第４編 特定資産 

 

第１章 目的 

 

第５３条（目的） 

 特定資産は本会議所の特定の目的を達成するために定めた資産として設定する。 

第５４条（運用の原則） 

 特定資産は原則として経常費の支出に使用してはならない。但し、特定資産から生じた

果実についてはこれを経常費として運用することを妨げない。 

２ 運用はすべて総会の議決を経なければならない。 

 

 

第２章 特定資産の種類 
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第５５条（特定資産の種類） 

 特定資産は次の３種類とする。但し、総会の議決を経て追加、変更することができる。 

（１）周年特別事業準備資金 

（２）中野ＪＣ会館取得資金 

（３）情報化推進資金 

 

２ 余剰金は、総会の決議により、その全部又は一部を特定資産に積立てることができる。 

 

第５６条（特定資産の取り崩し） 

 特定資産の取り崩しはすべて総会の議決を経なければならない。 

 

第５７条（用途の制限） 

 特定資産の取り崩しに関し、その用途は次の各号によるものとする。 

（１）周年特別事業準備資金 周年特別事業を実施するための資金 

（２）中野ＪＣ会館取得資金 本会議所の会館を取得するための資金 

（３）情報化推進資金 本会議所が社会の情報化に対応するために支出する資金 

 

第５８条（管理） 

 特定資産の管理運用責任者は第５２条第３項によって指名されたものがその任にあたる。 

 

 

第５編 預託金 

 

第１章 総則 

 

第５９条（設定） 

 理事長は理事会の審議を経て預託金制度を設けることができる。 

 

第６０条（預託金の目的） 

 預託金制度は、本会議所正会員が公益社団法人日本青年会議所、地区協議会、ブロック

協議会及び各青年会議所が主催する各種会員大会、記念式典などの登録料の払込事務を円

滑にすること及び会員の負担を応分にすることを目的とする。 

 

 

第２章 運用、管理及び監査 
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第６１条（運用及び管理） 

 預託金の運営は理事会の審議を経て行ない、その管理は会計管理者が行う。 

 

第６２条（監査） 

 預託金の収支計算書は、監事の監査を受けなければならない。 

 

 

第３章 預託金 

 

第６３条（預託する金額） 

 正会員が預託する金額は、理事会の決議を経て総会の承認を得る。 

 

第６４条（徴収及び時期） 

 預託金の徴収方法は正会員会費の徴収と同一とし、その時期は前期会費納入までとする。 

 

第６５条（預託金の支出） 

 預託金の支出は第６０条の目的に従い支出する。 

 

第６６条（預託金の残金・清算） 

 預託金の会計年度は事業年度と同一時期とし、年度末に預託金に残金がある場合には原

則として正会員に返戻し、一年毎に清算する。 

 

第６７条（補則） 

 本規程に関する疑義は理事会において決定するものとする。 

 

（附則） 

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項

に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 


